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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和２年１月１５日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １０名中８名出席し、その氏名は次のとおり 

  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊  藤 原 由 果   

木 下   泉  石 黒 五 月  久 山 英 之  藤 澤 美 芳 

 

欠席委員 

  太 田   修  大 森 茂 利 

 

４．農地利用最適化推進委員   

山 本 満 政  服 部 千 敏  松 本 英 樹  山 本 和 博   

松 尾 頼 男  山 﨑   徹  立 岡   元  佐 藤 辰 也 

岡 﨑   浩  田 中 伸 五  梶 原 太 郎  原 田 敏 一   

鷹 取 美 春  大 森 幹 男  福 池 正 美  藤 原 和 正   

射 越 誠 一  茂 成 和 延 

 

欠席委員 

山 本 祐 章 

  

５．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 蒲  直之 

  事 務 局 溝邊 和典 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定・利用権移転） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和元年度瀬戸内市農業委員会、第

１０回の総会を始めさせていただきます。それでは開会にあたりまし

て、木下会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  あけましておめでとうございます。寒い中、令和２年最初の総会にみ

なさんお集まりいただきありがとうございます。本日も複数案件がご

ざいますので適正なる審査、ご意見のほどよろしくお願いします。 

事 務 局 長 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１０名

のうち８名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。なお、太田

委員、大森委員からは欠席の届出があったことを申し添えます。以降

の議事の進行につきましては木下会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の 

署名委員さんに尾上委員、野田委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、第１号議案、農地

法第３条許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請

についてでございます。 

 【１番案件】 

譲受人「牛窓町鹿忍■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「神奈川県川崎市麻生区細山■■■■■■■■ ■■ ■■ ■

■■ ■■」。農地の所在地は「牛窓町鹿忍２６０３」。登記、現況

地目はいずれも「畑」。面積は２２６㎡。「牛窓町鹿忍２７８９－

１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は２,６０６㎡。「牛窓

町鹿忍２７９０」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は１６㎡。

「牛窓町鹿忍２８１５－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積

は６４１㎡。「牛窓町鹿忍２８２４」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は９３７㎡。「牛窓町鹿忍２８２８」。登記、現況地目は

いずれも「田」。面積は２７９㎡。「牛窓町鹿忍４２８６－１」。登

記、現況地目はいずれも「畑」。面積は４０５㎡。譲受人の農地まで

の距離は５００ｍ。耕作面積は０㎡。家族数、耕作者数はいずれも２

名。取得の理由は「新規就農」によるもの。譲渡理由は「相手方の要

望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■

■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 
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        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が耕作、維持管理を

していましたが、今後は譲受人の「■■ ■■」さんが「畑」として

耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の山本委員とで現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

譲受人「邑久町福元■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。譲渡人

「大阪府枚方市香里ケ丘■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■

■ ■■■ ■■」。農地の所在地は「邑久町福元９４６－１」。登

記、現況地目はいずれも「田」。面積は１,４６１㎡。「邑久町福元９

４７」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は９１６㎡。「邑久

町福元９４８」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は４１㎡。

「邑久町福元９４９」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は６

０㎡。「邑久町福元９５０－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。

面積は２３３㎡。「邑久町福元９５１－１」。登記地目は「畑」、現

況地目は「田」。面積は１４８㎡。「邑久町福元９５２－１」。登記

地目は「畑」、現況地目は「田」。面積は１０８㎡。譲受人の農地ま

での距離は２００ｍ。耕作面積は６，１４１㎡となっております。家

族数は２名、耕作者数は１名。取得の理由は「増反」によるもの。譲

渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転による

もので１０ａあたり■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 



- 4 - 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人が耕作、維持管理を

しており、今後も同様に譲受人の「■■ ■」さんが「田」および

「畑」として耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の

農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え

られます。なお、事務局と担当委員の佐藤委員とで現地調査を行い、

周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【３番案件】 

譲受人「邑久町福中■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■

■■」。譲渡人「岡山市東区可知■■■■■■■■ ■■ ■■ ■

■■ ■■■」。農地の所在地は「邑久町福中１５０－１」。登記、

現況地目はいずれも「田」。面積は１,１６９㎡。「邑久町福中１５１

－４」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１１０㎡。「邑久

町福中１５２－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１,７

４２㎡。「邑久町福中２２８－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は４８９㎡。「邑久町福中４９１」。登記、現況地目は

いずれも「田」。面積は９５１㎡。「邑久町福中４９８」。登記、現

況地目はいずれも「田」。面積は６４１㎡。譲受人の農地までの距離

は５００ｍ。耕作面積は１１３，１８３㎡となっております。家族数

は３名、耕作者数は２名。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理

由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもの

で１０ａあたり■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 
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        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人が「田」として耕作

しており、今後も同様に、譲受人の「■■ ■■」さんが「田」とし

て耕作、維持管理を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられます。なお、事務局と担当委員の佐藤委員とで現地調査を行い、

周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【４番案件】 

        譲受人「邑久町大富■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■

■■」。譲渡人「邑久町大富■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■

■」。農地の所在地は「邑久町大富７２８」。登記地目は「田」、現

況地目は「畑」。面積は３２６㎡。譲渡人「邑久町大富■■■■■ 

■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の所在地は「邑久町大富７２９」。

登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は３８７㎡。譲受人の農地ま

での距離は１００ｍ。耕作面積は５，１０７㎡となっております。家

族数、耕作者数はいずれも３名。取得の理由は「贈与」によるもの。

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０ａあたり■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 
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        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が耕作、維持管理を

していましたが、今後は、譲受人の「■■ ■■」さんが「畑」とし

て耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の岡﨑委員とで現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【５番案件】  

譲受人「邑久町豊原■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■

■」。譲渡人「邑久町大窪■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■

■」。農地の所在地は「邑久町豊原４１８」。登記、現況地目はいず

れも「畑」。面積は１,０７１㎡。譲受人の農地までの距離は２００ｍ。

耕作面積は４，３９４㎡となっております。家族数は３名、耕作者数

は１名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要

望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■

■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が耕作、維持管理を

していましたが、今後は、譲受人の「■■ ■■」さんが「畑」とし

て耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の田中委員とで現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認済です。 
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以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【６番案件】 

        譲受人「邑久町虫明■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「備前市浦伊部■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地

の所在地は「邑久町虫明８６３－１」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は１７２㎡。譲受人の農地までの距離は１ｍ。耕作面積

は３，１７５㎡となっております。家族数は２名、耕作者数は１名。

取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によ

るものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■■となっ

ております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が維持管理をしてい

ましたが、今後は、譲受人の「■■ ■■」さんが「畑」として耕作

を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的

かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、

事務局と担当委員の鷹取委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用

状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【７番案件】 

        譲受人「長船町磯上■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■

■■■■」。譲渡人「兵庫県伊丹市昆陽泉町■■■■■■■■ ■■ 

■■ ■■■ ■■」。農地の所在地は「長船町磯上９４５－１」。

登記地目は「田」、現況地目は「畑」。面積は３７５㎡。「長船町磯

上９４５－４」。登記地目は「田」、現況地目は「畑」。面積は３６
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７㎡。譲受人の農地までの距離は３００ｍ。耕作面積は１４，６０８

㎡となっております。家族数、耕作者数いずれも２名。取得の理由は

「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が維持管理をしてい

ましたが、今後は、譲受人の「■■ ■■」さんが「畑」として耕作

を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的

かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、

事務局と担当委員の藤原委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用

状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件について、担当の山本委員、お願い

します。 

山 本 委 員   １番案件についてご説明させていただきます。譲受人の■■さんは、

県外より瀬戸内市に移住してこられ、農業を始めたいということで農

地を探しておられました。申請地は３年ほど前は譲渡人の親族が耕作

をしていましたが現在はされていない状態で、今回譲受人との話がま

とまり申請に至りました。譲受人の■■さんは■■■と高齢ですが、

農業経営の支援をしてくれる農業団体もあり、耕作をするにあたって

の問題はないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件、３番案件 
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ついて担当の佐藤委員、お願いします。 

佐 藤 委 員   ２番案件についてご説明します。譲受人の■■■さんと譲渡人の■■

■■さんは親戚関係にあります。現在、譲渡人の■■さんは大阪に住

まわれており、今後も瀬戸内市に戻る予定がないため、これまでも申

請地を耕作していた譲受人に譲渡するものです。次に３番案件につい

てですが、申請地の６筆のうち、４筆はこれまでも譲受人の■■さん

が耕作をされていました。２筆については譲渡人の■■さんが管理を

していましたが、高齢のため今後は管理が難しいということで、譲受

人の■■さんと話がまとまり申請に至りました。どちらについても譲

受人が今後も耕作をされるということで、問題はないと思います。ご

審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、４番案件について、担

当の岡﨑委員、お願いします。 

岡 﨑 委 員   ４番案件についてご説明します。譲渡人の■■さんと■■さんはとも

に高齢で、今後耕作をしていくことが難しく耕作者を探しておられま

した。申請地は譲受人である■■さんの自宅に近く、耕作がしやすい

ということで話がまとまったそうです。特に問題はないと思います。

ご審議のほどお願いいたします。 

議 長  はい、ありがとうございました。続きまして、５番案件について担当 

の田中委員、お願いします。 

田 中 委 員   ５番案件についてご説明します。譲渡人が高齢のため今後耕作を続け

ることが難しく、耕作者を探していたところ、申請地の周辺を耕作し

ている譲受人の■■さんと話がまとまったそうです。特に問題はない

と思います。ご審議のほどお願いいたします。 

議 長  はい、ありがとうございました。続きまして、６番案件について担当 

の鷹取委員、お願いします。 

鷹 取 委 員   ６番案件についてご説明します。譲渡人の■■■■さんは、最近申請

地を相続されましたが、市外に住んでいるため管理ができないという

ことで、申請地の近くに住まわれている譲受人の■■さんと話がまと

まったそうです。ご審議のほどお願いいたします。 

議 長  はい、ありがとうございました。続きまして、７番案件について担当 

の藤原委員、お願いします。 

藤 原 委 員   ７番案件についてご説明します。譲渡人の■■■■さんはもともと長

船町磯上が出身ですが、現在は兵庫県に住んでいます。そのため申請

地の管理ができず耕作放棄地になっていたところ、譲受人の■■■■

さんが代わりに管理をするということで話がまとまりました。特に問

題はないと思います。ご審議のほどお願いいたします。 
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議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  申請人「大阪府大阪市阿倍野区昭和町■■■■■■■■■ ■■■ 

■■ ■」。土地の所在地は「邑久町山田庄１００３－1」。地目は

「田」。面積は４９９㎡。転用目的は｢農家住宅」。施設の概要は「木

造平屋建 １棟 １３６．６３㎡」。建ぺい率は、「２７.３％」。農

地区分は第１種農地で１０ａあたりの収量は米４２０kg。資金は自己

資金が■■となっております。隣地への被害はありません。なお、転

用申請によるもので、農用地区域外農地です。場所につきましては、

資料６頁目をご覧ください。邑久小学校から北東に約４６０ｍの所に

位置しております。 

【２番案件】 

  申請人「邑久町本庄■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の

所在地は「邑久町上山田１９５５－２」。地目は「田」。面積は１９

６㎡。「邑久町上山田１９６２－６」。地目は「畑」。面積は２０６

㎡。転用目的は｢木工制作作業場および進入路」。施設の概要は「作業

場 ４棟 ２００㎡、資材置場 ３００㎡、駐車場 １００㎡」。農

地区分は第２種農地で普通畑。資金は自己資金が■■となっておりま

す。隣地への被害はありません。なお、転用申請によるもので、農用

地区域外農地です。場所につきましては、資料７頁目をご覧ください。

大蔵寺から南東に約５００ｍの所に位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて担当の立岡委員、お願いします。 

立 岡 委 員  １番案件についてご説明します。申請人は現在、大阪に住んでおられ

ますが、今回瀬戸内市に戻り、農業経営を開始するということで、そ
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れにあたり農家住宅を建てられるということで、特に問題はないと思

われます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について担当 

の梶原委員、お願いします。 

梶 原 委 員 ２番案件についてご説明します。申請人の■■さんは上山田で木工品

の制作をされています。その作業場を建設するということで申請され

ています。進入路については、機材の運搬を行う大型車両が現状では

敷地に侵入できないため整備するとのことで、特に問題はないと思い

ます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料の３頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５条

許可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  借人「邑久町豆田■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■

■」。貸人「邑久町山田庄■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地

の所在地は「邑久町山田庄１０３０－１」。地目は「田」。面積は３

９２㎡。転用目的は｢分家住宅」。施設の概要は「木造平屋建 １棟 

１１２．２０㎡」。建ぺい率は「２８．６％」。農地区分は第１種農

地で１０ａあたりの収量は米４２０㎏。資金は借入金が■■となって

おります。隣地への被害はありません。なお、使用貸借権設定による

もので、１０ａあたり■■となっております。また、農用地区域外農

地です。場所につきましては、資料８頁目をご覧ください。邑久小学

校から北へ約４６０ｍの所に位置しております。 

【２番案件】 

  譲受人「岡山市中区藤原西町二丁目７番３４号 製造業 大和クレス

株式会社 代表取締役 仲田 美佐」。譲渡人「邑久町尾張■■■■
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■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豆田８２４－

５」。地目は「畑」。面積は３０６㎡。転用目的は｢露天資材置場」。

施設の概要は「資材置場 ３０６㎡」。農地区分は第２種農地で普通

畑。資金は自己資金が■■となっております。隣地への被害はありま

せん。なお、所有権移転によるもので、１０ａあたり■■となってお

ります。また、農用地区域外農地です。場所につきましては、資料９

頁目をご覧ください。株式会社岡山村田製作所から北へ約７８０ｍの

所に位置しております。 

【３番案件】 

  譲受人「邑久町尾張２８８番地２ 不動産業 エステートプランニン

グ株式会社 代表取締役 永山 弘之」。譲渡人「邑久町豊原■■■

■■ ■■■ ■■ ■」。土地の所在地は「邑久町豊原３１４－

１」。地目は「田」。面積は１８１㎡。「邑久町豊原３１４－２」。

地目は「畑」。面積は１４㎡。「邑久町豊原３１６－１」。地目は

「田」。面積は５５３㎡。転用目的は｢建売分譲住宅」。施設の概要は

「建売住宅 ２棟 １８８.８０㎡、駐車場 １８９.７０㎡、道路 

３９.２４㎡」。建ぺい率は「２６．６％」。農地区分は第２種農地で

１０aあたりの収量は米４５０㎏。資金は自己資金が■■となってお

ります。隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので、

１０ａあたり■■となっております。また、農用地区域外農地です。

場所につきましては、資料１０頁目をご覧ください。ブルーライン瀬

戸内ＩＣから北へ約２９０ｍの所に位置しております。 

【４番案件】 

  譲受人「牛窓町牛窓３１８８番地１ 建設業 康愛産業株式会社 代

表取締役 友野 顕」。譲渡人「邑久町豊原■■■■■■ ■■■ 

■■ ■」。土地の所在地は「邑久町豊原３３０」。地目は「田」。

面積は８９９㎡。転用目的は｢事務所、駐車場、資材置場」。施設の概

要は「事務所 ８１.２４㎡、駐車場 ２００㎡、資材置場 １００

㎡」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米４２０㎏。資

金は自己資金が■■となっております。隣地への被害はありません。

なお、所有権移転によるもので、１０ａあたり■■となっております。

また、農用地区域外農地です。場所につきましては、資料１１頁目を

ご覧ください。ブルーライン瀬戸内ＩＣから北へ３６０ｍ所に位置し

ております。 

【５番案件】 

  借人「長船町磯上３２７８番地２４ 運送業 株式会社長船サービス 

代表取締役 嶋村 英也」。貸人「長船町磯上■■■■■■■■ ■

■■■■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町磯上９４４－
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１」。地目は「田」。面積は７１６㎡。貸人「長船町磯上■■■■■

■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町磯

上９４７－１」。地目は「田」。面積は２１２㎡。転用目的は｢露天駐

車場」。施設の概要は「駐車場 ９２８㎡」。農地区分は第２種農地

で１０aあたりの収量は米３００㎏。資金は自己資金が■■となって

おります。隣地への被害はありません。なお、賃貸借権設定によるも

ので、１０ａあたり■■となっております。また、農用地区域外農地

です。場所につきましては、資料１２頁目をご覧ください。日本マタ

イ株式会社から北へ約６００ｍの所に位置しております。 

【６番案件】 

  譲受人「大阪府大阪市淀川区木川西二丁目２番１７号岡寺ビル５０６

号 不動産業 株式会社クオリティライフ 代表取締役 平野 剛

誠」。譲渡人「神奈川県綾瀬市深谷上■■■■■■■■■■ ■■■ 

■■ ■■」。土地の所在地は「長船町土師７２６－１」。地目は

「田」。面積は７３６㎡。転用目的は｢建売分譲住宅」。施設の概要は

「建売住宅 ４棟 ２１８.２４㎡、道路 １０２.４５㎡」。建ぺい

率は「３４．４％」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は

米４２０㎏。資金は自己資金が■■、借入金が■■となっております。

隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので、１０ａ

あたり■■となっております。また、農用地区域外農地です。場所に

つきましては、資料１３頁目をご覧ください。長船支所から南東へ約

３３０ｍの所に位置しております。 

【７番案件】  

  借人「岡山市中区平井■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■ ■■ ■■」。貸人「長船町長船■■■■ ■■■ ■■ 

■■」。土地の所在地は「長船町長船１０７２－３」。地目は「田」。

面積は３３０㎡。転用目的は｢一般住宅」。施設の概要は「木造２階建 

１棟 ６３.３４㎡、車庫 １棟 ３５.０６㎡」。建ぺい率は「２９．

８％」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米３８０㎏。

資金は借入金が■■となっております。隣地への被害はありません。

なお、使用貸借権設定によるもので、１０ａあたり■■となっており

ます。また、農用地区域外農地です。場所につきましては、資料１４

頁目をご覧ください。備前長船刀剣博物館から北東へ約３８０ｍの所

に位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、立岡委員、お願いします。 
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立 岡 委 員 １番案件についてご説明します。借人の■■■■さんは、貸人である

■■■■さんのお孫さんです。■■さんは現在賃貸アパートに住んで

いますが、手狭になっているため、祖父の家の近くに自宅を建てられ

るということです。将来的には農業の後継者になられるということで

問題はないと思います。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、佐

藤委員、お願いします 

佐 藤 委 員 ２番案件についてご説明します。申請地は現在、耕作放棄地になって

おります。周囲を大和クレスの敷地に囲まれていて、資材置き場の不

足で困っているということで、双方話がまとまったそうです。排水に

ついては大和クレス側の敷地にある既存の排水路に接続するというこ

とで問題はないと思います。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件、４番案件に

ついて、田中委員、お願いします 

田 中 委 員 ３番案件についてご説明します。申請地は周囲を宅地に囲まれており

農地として取り残されている状況です。排水同意も得られていますの

で問題はないと思います。次に４番案件についてご説明します。申請

地は県道に面した農地で、ブルーラインに近く交通の便が大変良いと

ころです。譲受人の康愛産業が既存の事務所敷地が手狭なため、申請

地に移転する計画です。隣地同意や排水同意等得られていますので、

問題はないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、５番案件について藤原

委員、お願いします 

藤 原 委 員 ５番案件についてご説明します。貸人の■■■■さんと■■■■さん

は親子の関係にあります。申請地は池がかりで耕作するのが難しい状

況で、■■■■さんが経営する運送業の駐車場用地にしたいというこ

とで申請されています。排水面の協議もされていますので、特に問題

はないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、６番案件について射越

委員、お願いします 

射 越 委 員 ６番案件についてご説明します。申請地は学校や長船支所、商業施設

等が近く、宅地化が進んでいるところに位置しており、今回譲渡人の

■■さんとクオリティライフの間で話がまとまり、建売分譲住宅にさ

れるそうです。役員との協議も行われていますので、問題はないと思

います。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、７番案件について茂成

委員、お願いします 
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茂 成 委 員 ７番案件についてご説明します。借人の■■さんは貸人の■■さんの

娘婿になるそうです。この度、■■さんが岡山市から瀬戸内市に戻っ

てこられるということで、住宅を建てられるそうです。特に問題はな

いと思います。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定・利用権移転）ということで、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料４頁目、５頁目をご覧くださ

い。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   まず初めに、追加資料で配布しております「農業委員会の法令遵守の

申し合わせ決議」について、事務局長よりご説明申し上げます。 

【別紙資料のとおり全会一致で決議】 

次に、今後の予定を申し上げます。２月の総会は２月１３日（木）に

瀬戸内市役所２階大会議室で開催予定です。３月の総会は３月１０日

（火）に開催予定です。よろしくお願いします。事務局からは以上で

す。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 
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それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和元年度

１月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前１０時１８分 閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

令和２年１月１５日 

 

議   長    

  

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    
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農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議 

 

 私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関であ

る農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利

用の最適化を実現する責務を負っている。 

 特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接するこ

とも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなけれ

ばならない。 

 私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守

を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 

 

 

記 

 

 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農

地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同第

３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保す

ること。 

 

２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵

守を徹底すること。 

 

 

 

 

令和２年１月１５日 

瀬戸内市農業委員会 

 

 


